
地域・職域連携の推進について

佐賀県 健康福祉政策課

資料３-１

佐賀県健康プラン推進審議会
令和８年２月９日（月）
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役割
・「佐賀県健康プラン」を総合的、効果的に推進するための審議
※具体的な検討を行うため、専門的組織を設置し、協議検討

・県内の地域（保健）・職域（保健）の連携を図るための協議及び情報共有

佐賀県健康プラン推進審議会 2次医療圏（保健所）単位
地域・職域連携推進協議会

健康づくり専門部会

歯科保健専門部会
（佐賀県口腔保健支援センター事業委員会）

部会長（委員長）：口腔保健支援センター長（健康福祉政策課長）
構成員：大学、医療保健、行政、福祉、教育関係者（12名）
事務局：健康福祉政策課
※年1回程度開催

部会長：佐賀県医師会（常任理事）
構成員：医師会、大学（佐賀大学、西九州大学）、市町、保健福祉事務所等（7名）
事務局：健康福祉政策課
※必要に応じ開催

地域の地域・職域連携強化及び地域の健康課題解決と、
連携事業等に関する協議
※運営等については、各保健福祉事務所で定めている
事務局：保健福祉事務所

体制

佐賀県健康プラン推進審議会の役割と体制
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佐賀県健康プランにおける目標

社会環境の質の向上

ベースライン値：26企業

最終目標値：増加傾向

R7.12月末時点登録数：36企業

誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備

県と共同して県民の健康づくりに取り組む

企業団体等の増加

（さが健康維新県民運動サポート企業等）

健康経営に取り組む事業所の増加

健康経営に取り組む事業所のうち

優良企業事業所の占める割合の増加

ベースライン値：769事業所

最終目標値：1,000事業所

R7.12月末時点登録数：1,095事業所

ベースライン値：54.2％

最終目標値：60％

R7.12月末時点：51％
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スライド４ページ

スライド5ページ
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県内の健康経営に取組む事業所

1. 健康企業宣言事業所
健康経営に取り組む事業所数の年次推移
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県内の健康経営に取り組む事業所

２. 県内優良認定企業（事業所）の状況

「さが健康企業宣言」事業所または「がばい健康

企業宣言」事業所のうち、優れた取り組み※を行っ

た企業を優良認定企業（事業所）として認定する。

※1年間の健康づくりの取組内容について、実施

結果レポートを提出してもらい、必須項目および

選択項目の過半数を満たすこと。

優良企業
539社

51%

531社

49%

優良認定企業数とその割合（2025年度）

5

地域・職域連携の取組

3. さが健康維新県民会議2025の開催
【日時】 令和7年９月2日（火）1４：００～１６：００

【場所】 ホテルマリターレ創世佐賀4階 グランデピアッツァ

【内容】 ・知事メッセージ

・各種測定会ブース（野菜摂取量、歩行姿勢測定）

・講演会

①OraDia代表 竹内里奈氏（歯科衛生士）

「口腔健康管理で支える“生きる力”―4LIFEを守る健口維新―」

②（株）くまもと健康支援研究所 代表取締役 松尾洋氏

「健康経営」を組織の力に～生産性向上と社員エンゲージメントの鍵～」

・佐賀さいこう表彰（健康経営部門）表彰状授与、健康経営事業所の取組紹介

（一部抜粋）

6
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地域・職域連携の取組

県内優良認定企業（事業所）の中から、キラリ★輝く取組を実践した事業所を表彰

備考取組内容企業名

がばい健康企業

宣言事業所

・SAGATOCOウォーキングイベントを独自に実施

・全社員に自社施設（スポーツジム等）を無料開放

・食生活アドバイザー有資格者による食生活面談の実施

（有）伊万里

スイミングクラブ

さが健康企業

宣言事業所

・従業員に歩く機会を提供し、意識付けを行う

・ボーリング大会、トレインハイク等レクレーションを実施

・自社内の食堂にて食事エネルギー量の掲示

日本タングステン

（株）基山工場

がばい健康企業

宣言事業所

・SAGATOCOを活用し、従業員間で歩数を情報共有

・喫煙者減少に向けての運動促進

・朝礼時等に食事改善・運動・心の健康について意見交換

（有）ファイン

セーブ

がばい健康企業

宣言事業所

・歩数やスクワット数が一番の従業員に景品贈呈

・事務所内に体重計、青汁コーナーを設置

・一人暮らしの従業員へ自炊の推奨、お手軽レシピの紹介

（株）新栄

4. 令和7年度 佐賀さいこう表彰（健康経営部門）【知事表彰】

7

佐賀県商工会議所連合会

佐賀県商工会連合会

佐賀労働局

全国健康保険協会佐賀支部

国民健康保険課

産業人材課

農業経営課

男女参画・女性の活躍推進課

がん撲滅特別対策室

地域・職域連携の取組

5. 働き盛り世代への効果的な情報提供に関する検討会

【日時】 令和8年1月21日（水曜日）10時～11時半

【場所】 佐賀県庁旧館3階 健康福祉部部内会議室

【総括】 県民に向けてSNS発信、チラシ広告等様々な形で情報発信しているが、反応は思わし

くなく、県民へ有効な情報を届けることに苦心している。

今後も関係機関、庁内関係課で協力・情報共有を行うことで合意した。

働き盛り世代への効果的な方策を検討するための検討会を開催

8

庁内関係課委 員
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2次医療圏単位（保健福祉事務所）における取組

6. 地域・職域連携推進協議会開催状況

備考令和7年度令和６年度

R8.2.9R７.2.6県（健康福祉政策課）

会議の代わりに、関係機関を訪問予定未定開催なし佐賀中部保健福祉事務所

R6 佐賀県健康プラン推進審議会の報告、鳥栖保健福祉事務所のこれまでの取

組、「さが健康企業宣言2024」事業所の健康経営の取組事例発表、各市町の

健康課題や取組について意見交換

R7 佐賀県の取組について、 市町村国保と全国健康保険協会（協会けんぽ）

が共同してすすめる健康づくりモデル事業実施について 協会けんぽ佐賀支部及

び鳥栖市から事例発表 各市町の現状及び課題について意見交換を行った

R7.8.4R7.3.6鳥栖保健福祉事務所

R6は「働く人のメンタルヘルスについて」、R7はメ

ンタルヘルスにかぎらず、生活習慣病について課題

を共有し、関係者と意見交換を行った。

R7.7.23R6.7.30唐津保健福祉事務所

職域・行政関係者に絞って、ワーキンググループを

開催。職域側の現状把握や意見交換を行った。

（R7：健康経営・メンタルヘルス等について）

WG
(R7.7.31)

WG
(R6.7.25)

伊万里保健福祉事務所

実務者による情報交換を予定未定開催なし杵藤保健福祉事務所

9

2次医療圏単位（保健福祉事務所）における取組

7. 健康づくり出前講座の開催状況

令和7年度

(12月末現在）
令和6年度

３回６回佐賀中部保健福祉事務所

１回３回鳥栖保健福祉事務所

3回3回唐津保健福祉事務所

３回１回伊万里保健福祉事務所

１回３回杵藤保健福祉事務所

10
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企業への健康経営支援

8. 令和７年度企業への健康経営支援業務委託

【本委託の目的】
県民の元気で長生きを推進するためには、健康経営®に取り組む企業が

増加することが必要である。
本事業で、県内企業等の経営者に健康経営に取り組む必要性の理解を

広げ、企業における健康経営®の取組とそれぞれの企業がこの取組を自走
できるよう支援することで、働き盛り世代の健康増進と県民の健康寿命の
延伸を図る。

【対象】
・県内に事業所を有する企業
・特に小規模企業を主なターゲットとする

【業務内容】
（１）企業の経営者を対象とした健康経営®セミナーの開催
（２）企業における健康経営®の取組への支援

11

企業への健康経営支援

8. 令和７年度企業への健康経営支援業務委託

8-1【セミナーの実施】
『経営者向け』セミナー

⇒健康経営を実践している企業が登壇、事例を紹介する
全２回実施※２回目は３月に予定

『従業員向け』セミナー
⇒日常生活に生かせる健康に関する知識を紹介する
全３回実施

8-2【ウォーキングイベントの実施】
⇒企業・団体の健康経営を後押しする取組として実施

12
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企業への健康経営支援

8. 令和７年度企業への健康経営支援業務委託

8-3【ハンズオン支援】
⇒健康経営®に悩む企業に対して、医療・健康の専門家が

“オーダーメイド型の健康経営支援”を行う。

13

企業への健康経営支援

8. 令和７年度企業への健康経営支援業務委託

8-3【ハンズオン支援】

14

ハンズオン支援の説明に伺った企業数：５３社

うち、支援希望があり支援中の企業数：１２社

健康経営の課題が分かっていた企業：６社 課題の発掘を行った企業：６社

・従業員の食生活の乱れ

・高齢従業員の膝痛、腰痛

・健康経営についての理解促進

・メンタルヘルスの不調

・従業員の健康への興味関心の低さ 等

健康経営の課題

・管理栄養士による講座、ベジミル測定、糖化度測定

・理学療法士による講座、運動メニューの作成

・健康企業宣言提出のサポート、取組相談

・保健師によるメンタルヘルス講座（予定）

・健康意識向上のためInBody等ミニ測定会の実施 等

支援内容
自走可能なところまで支援

R8.1.29時点
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佐賀県保険者協議会の取組

令和8年2月9日
佐賀県保険者協議会
副会長 山領 豊
（佐賀県市町村職員共済組合）

1



1

佐賀県保険者協議会の状況

 佐賀県保険者協議会は、県内人口の約80％の被保険者が加入する30の医療保険者
と、医療職能団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会）及び佐賀県と国保連合会で組織して
いる。
 平成17年の設立以降、被保険者の健康づくりの推進に当たり、保険者間の問題意識

の共有やそれに基づく取組の推進を図っている。

保険者名
被保険者数

（R7.3末時点）人
佐賀県全体に占
める割合(参考)

国保（20市町・3組合） 154,130 19.6%

健康保険組合 15,959 2.0%

全国健康保険協会 275,908 35.2%

地方職員共済 10,019 1.3%

公立学校共済 16,335 2.1%

警察共済 5,043 0.6%

市町村職員共済 24,168 3.1%

後期高齢者医療広域連合 136,007 17.3%

佐賀県の人口（推計）
（R7.3時点784,924人）

637,569  81.2%

佐賀県保険者協議会設置運営規程抜粋
（目的）

第１条 佐賀県保険者協議会（以下「協議会」という。）は、佐賀県内の保険者
（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第７条第２項
に規定する保険者及び佐賀県後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ｡）
の加入者に係る健康づくりの推進に当たり、保険者間の問題意識の共有や、
それに基づく取組の推進等を図るとともに、佐賀県医療費適正化計画の策
定又は変更、同計画の実施についての佐賀県への協力、佐賀県医療計画の
策定又は変更に当たっての意見提出等を行うことを目的とする。
（事業）

第２条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事項について協議を行
うものとする。

（１）特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営等に関する保険者その他
の関係者間の連絡調整

（２）保険者に対する必要な助言又は援助
（３）医療に要する費用等に関する情報についての調査及び分析
（４）医療費適正化計画の策定及び変更に関し、協議会において行った調査及

び分析の結果等に基づく意見提出
（５）医療費適正化計画の実施についての佐賀県への協力
（６）医療計画の策定及び変更に関し、協議会において行った調査及び分析の

結果等に基づく意見提出
（７）前各号に掲げるもののほか、前条に定める目的を達成するために必要な

事項
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2

佐賀県保険者協議会の構成（令和8年1月現在）

会長 ：高取 忠（佐賀県国民健康保険課）
構成団体 ：35団体
委員会委員：16名
構成：健保連（1名）、協会けんぽ（3名）、市町国保（4名）、国保組合（1名）、

共済組合（1名）、後期高齢者医療（1名）、職能団体（医師会、歯科医師
会、薬剤師会から各1名）、佐賀県（1名）、国保連合会（1名）

◆協議会の開催（年３回開催）
※令和７年度は書面開催２回を追加し、
年５回開催予定

◆協議内容
・協議会の運営に関すること
・専門部会での検討内容の決定
・関係団体の計画（医療費適正化計画等）

進捗確認
など

●佐賀県保険者協議会専門部会を設置
企画調査部会及び保健活動部会は、次に掲

げる事項について検討協議を行っている。
（１）企画調査部会

①医療費データ等に関する情報の収集
②各保険者間における医療費データ等の
共同分析

③その他目的達成に必要な事項
（２）保健活動部会

①保健事業に関する情報収集
②各保険者間における保健事業の企画
及び共同実施

③その他目的達成に必要な事項

3



3

佐賀県保険者協議会の取組（データヘルス計画）
 各保険者が策定しているデータヘルス計画の進捗状況を共有し、各保険者の課題や取組みを

自保険者の活動の参考としている。（【参考：令和６年度調査結果被用者保険抜粋】市町国保や国保
組合、広域連合でも健診受診促進や重症化予防に取り組まれている。）

佐賀銀行健康保険組合 全国健康保険協会 佐賀支部 地方職員共済組合 佐賀県支部 公立学校共済組合 佐賀支部 佐賀県市町村 共済組合 警察共済組合 佐賀県支部

①
進

捗

状
況

令和5年度の評価を実施。
第3期計画の一部修正

令和5年度の評価を実施。
令和５年度の実績評価及び令和６年度の進捗確認
を行った。

令和５年度の進捗確認を行った。
令和5年度の実績評価及び令和6年度の進捗確認
を行った。
第3期計画については策定済み。

令和5年度の評価を行い、令和6年度計画を見直し
た。

④
そ
の
他

佐賀支部全体の底上げを図るため、特に低迷して
いる「唐津地区」を重点地区として定め、令和11年
度までに健診受診率、保健指導実施率が佐賀支部
の平均となるよう保健事業の推進を図る。

③
目
標
達
成
の
た
め
の

具
体
的
な
取
組
等
進
捗
管
理

①糖尿病重症化予防

②被扶養者の特定保健指導受診率の向上
①特定保健指導利用者実施率の向上

②生活習慣病重症化予防

③一人当医療費の増加

①被扶養者の特定健診受診率向上

②特定保健指導実施率の向上

③未治療者の医療機関受診率向上

①特定健診受診率の向上（特に被扶養者）

②被扶養者への特定健診受診勧奨

③被扶養者のパート先等での健診結果の収集

④特定保健指導実施率の向上

⑤ジェネリック利用率向上

⑥HbA1c及び血圧が基準値以上の者への受診勧
奨

・特定健診・特定保健指導の実施率の向上（特に被
扶養者）

・特定保健指導対象者からの脱却率の向上

・内臓脂肪症候群該当者の固定化

・生活習慣病等の情報提供・啓発及び重症化の予防

①特定健診受診率の向上（特に被扶養者）

②被扶養者への特定健診受診勧奨

③特定保健指導実施率の向上（特に組合員）

④喫煙者に対する禁煙支援事業等の実施

⑤組合員・被扶養者の運動習慣の定着

①特定保健指導
 ･モデル実施の導入
 ･遠隔面談（ICT活用）が可能な委託先の導入。
 ・実施率向上に向け、勤務先所属長を含めた対象者
への
　実施勧奨の介入強化。
　
②生活習慣病重症化予防
・一定の数値以上（血糖、血圧、脂質）の対象者を抽
出し、遠隔面談（ICT活用）が可能な委託先を導入し
重症化予防の保健指導を行った。

③一人当医療費の増加
・人間ドックの受診結果より要精密、要医療者に対し
早期受診勧奨（状況報告書：回答形式）を実施。←本
年度は被保険者のみ
・「受診未定」と回答した者には、事業所保健師と連
携し直接指導を依頼し、疾病の早期発見、早期治療
を促し、医療費の削減を目指している。

・上位目標：人工透析の新規導入者割合の減少（対平
成28年度比）

・中位目標：代謝リスク保有者割合の減少（対平成
27年度比）

・下位目標に対する取組状況

①健診受診率向上：
（被保険者）健診実施機関へのインセンティブ、健診
実施機関による受診勧奨、健診実施機関の拡大、新
規加入者受診勧奨
（被扶養者）支部主催の集団健診実施、無料で受診で
きる健診機関の案内強化、オプション検査の充実、
自治体がん検診との同日実施。

②特定保健指導実施率向上：
（被保険者）委託機関による初回面談実施率向上の
ための働きかけ、遠隔面談が実施可能な特定保健指
導専門機関への外部委託。
（被扶養者）支部主催集団健診の際の当日初回面談
（分割）の実施。

③重症化予防：
（未治療者）文書・電話による個人への受診勧奨およ
び事業主宛協力依頼実施。
（糖尿病腎症重症化予防）県のプログラムに沿った対
象者抽出→参加勧奨および参加者への支援実施。

④事業所コラボヘルス：
①～③が事業所全体での取り組みとして実施される
よう、専門職による訪問を行い、健康宣言事業所の
質の向上を図る。

①②③
　被扶養者へ、6月に特定健診の案内と受診券を自
宅に送付した。その後、未受診者に対し、１１月に受診
勧奨のハガキを送付した。また、各案内において、特
定健診以外で健診を受けている場合はその結果を
送付するよう依頼した。

④組合員には、契約した事業者が所属所を訪問して
特定保健指導を行っている。契約した事業者がICT
を活用し遠隔にて行う特定保健指導を実施。被扶養
者には、人間ドック・特定健診当日の特定保健指導も
可能。

⑤レセプト情報を基に、処方された医薬品をジェネ
リック医薬品に切り替えた場合、自己負担額が一定
以上安くなる組合員及び被扶養者に対して、差額通
知を送付。

⑥HbA1c及び血圧が基準値以上の者について、所
属所へ対象者一覧を送付し、受診勧奨を依頼した。

・特定健診受診率向上のため、引き続き未受診者に
は受診勧奨はがきを配付した。また健診結果に基づ
き、個別に（40歳以上）情報提供冊子を配付してい
る。これらに加えて、さらなる認知度向上のため、
HPや広報誌等様々なツールを活用している。

・組合員の特定保健指導について、所属訪問型及び
ICTを活用した遠隔面談型の特定保健指導も選択
できるようにしている。また、委託業者2社と契約
し、対象者が実施機関を選択できるようにしている。

・健康ポイント付与事業を実施し、一日の合計歩数に
よるポイント付与や、各種検診受診等によるポイント
付与を行い、組合員の健康意識向上に向けた取組を
行っている。

・県内の１４の医療機関（人間ドックを実施しており、
集合契約に参加している医療機関）で、特定健診の
対象者が人間ドックの受診を希望した場合、人間
ドックの価格から集合契約による特定健診委託料を
差し引いた価格で受診できるようにした。

・市町所属所6か所を訪問して特定健診・特定保健指
導の実施率向上のため、対象者への働きかけを依頼
した。また、事業所訪問式の特定保健指導を行って
いない所属所に対して導入を依頼し、令和6年度か
ら4所属所増えた。

・被扶養者に特定健診の案内と受診券を5月下旬に
自宅に送付した。その後、10月に受診勧奨のハガキ
を送付し、1月に再度受診勧奨ハガキを送付した。

・組合員…契約した事業者が所属所を訪問して特定
保健指導を行っている。契約した事業者が自宅を訪
問または遠隔にて行う特定保健指導を実施。
　 被扶養者…契約した事業者が自宅を訪問または
遠隔にて行う特定保健指導を導入している。
組合員及び被扶養者に人間ドック当日の特定保健指
導を実施している。

・喫煙リスク、運動リスク改善に向けて、所属所と共
同で取組む事業を検討中

①令和6年度の健康診断結果から、生活習慣の改善
が必要な職員を対象に、糖尿病の正しい知識の習得
及び糖尿病発症や重症化予防等を目的に「生活習慣
病予防セミナー」を実施した。
　講師による健康講話や「糖尿病予防につながるス
ロージョギングの実践」を取り入れ、出席した組合員
からは、自身の健康管理や糖尿病の進行予防に対す
る意欲の向上が認められた。
　また、健康診断結果で、血糖コントロール不良の組
合員に対し、個別の健康指導を実施し、治療状況の
確認、専門医への受診勧奨を実施している。

②保健指導利用券とイラストによりわかりやすく説
明した受診勧奨用リーフレットを同封している。
　所属所の幹部宛に「管理簿」を送付し、受信状況を
管理させ、監査時に進捗状況確認のため「管理簿」の
確認を実施し、更なる受診率の向上を目指し、被扶
養者の健康増進等を図っている。

②
現
状
の
課
題
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データヘルス計画の課題解決（特定健診
受診率向上）に向けて、健診受診促進を
目的に、ポスターを作成している。
なお、作成したポスターは医療保険者、

県内全医療機関及び薬局へ配布し、被保
険者等に対して関係者と連携した健診受
診の啓発を行っている。

佐賀県保険者協議会の取組（健診受診促進）

【参考】令和６年度ポスター
併せてがん検診の受診も呼びか
けている。
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 データヘルス計画の課題に挙げられている被用者保険の被扶養者の特定健診受診率向上
を目的として、「被用者保険被扶養者の健診受診機会の確保」のため、被扶養者が市町の実施す
る集団健診を受診できるよう市町に対して協力依頼を行い、当該集団健診日程等の情報提供
を実施している。

佐賀県保険者協議会の取組（健診受診促進）

　ご自身の健康状態を毎年確認し、健康づくりにつなげるため、年に１回、特定健診を受けましょう。

　●場所、日時は、裏面をご覧ください。

　●がん検診と一緒に受診できる市町もあります。

　　　（裏面をご覧のうえ、検査内容・日時などは、お住まいの市町広報紙などでご確認ください。）

　●市町以外の医療機関などで受診される場合は、特定健診実施機関であるかどうかを直接確認してください。

　●お住まいの市町以外では、集団健診を受診することはできません。

集団健診のご案内
（ 被扶養者の方も近くの保健センターなどで特定健診が受けられます ）

検査内容

（基本的な検査）

問診、身体計測、血圧測定、尿検査、肝機能検査、

血中脂質検査、血糖検査、診察等

（詳細な検査）

※健診結果等に基づき医師の判断で実施される検査

貧血検査、眼底検査、心電図検査、血清クレアチニン検査

健診費用（負担金）

佐賀県内で受診する場合の健診費用の自己負担額は

円

健診の受け方（市町の集団健診で検査を受ける場合）

小城市、大町町、江北町、白石町、太良

町

裏面で日程を決めて（予約先に）予約する。
裏面で日程を決める。

健診予約内容

予約先の案内に従って申し込んでください。

①希望の受診日

②名前、生年月日など

③保険証の保険者名、保険証の記号番号

④受診券番号など

健診時間・詳細は各市町の

市（町）報やホームページで確

認できます。

健診会場で健診を受ける（検査結果は概ね１か月以内に、郵便等でお知らせします。）

【健診当日持参するもの】◎保険証 ◎受診券 ◎負担金

◎マイナンバーカード（保険証又は資格確認書）

※当日忘れると受診できませんのでご注意ください！

【お問い合わせ】

佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、

伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、

小城市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、

みやき町、上峰町、玄海町、有田町

大町町、江北町、白石町、太良町

日程

佐賀市【がん検診受診できます】

月～金まで毎日実施

（祝日・年末年始・お盆を除く）

 ・一部土曜・日曜

 ・女性健診

 ・託児の日　等実施あり

4月22日,23日

10月31日,11月4日,5日

4月24日,25日

8月27日,28日

5月8日,9日,12日

8月6日,7日,8日

5月14日,15日

6月11日,12日,13日

10月21日,22日,23日,24日

7月23日,24日,25日,28日

8月21日,22日

10月29日

8月20日

唐津市【がん検診受診できます】

5月12日、13日、25日、26日、27日

6月8日、9日、25日、26日、27日

7月6日、7日

8月31日

9月1日、2日、18日、20日

10月19日、21日、

11月16日、17日、19日

12月11日、12日、14日

1月25日、26日

（女性のみの健診日）

6月10日、7月27日、9月19日、

10月20日、11月14日

5月19日、21日、22日、23日

5月29日、30日、6月2日、3日

6月13日、15日、16日、17日

8月26日、27日

6月4日、5日、6日、7日

9月26日、28日、29日

6月22日、23日、24日

9月4日、5日

7月9日、10日、11日、13日、14日

5月15日、16日

7月17日、18日

健診会場 予約・連絡先等

七山公民館

佐賀県健康づくり財団　
佐賀県健診・検査センター

【要予約】

（予約先）佐賀県健康づくり財団　佐賀県健診・検査センター

             ☎　0952-37-3314

（予約時間）　8時30分～17時00分（土・日・祝日・年末年始を除

く）

※詳細は市役所から3月に配布される「健康ガイドブック」または

佐賀市ホームページをご確認ください。

産業振興会館（諸富町）

【要予約】

（予約先）佐賀県健康づくり財団　佐賀県健診・検査センター

             ☎　0952-37-3315

（予約時間）　8時30分～17時00分（土・日・祝日・年末年始を除

く）

※がん検診について

詳細は市役所から3月に配布される「健康ガイドブック」または佐

賀市ホームページをご確認ください。

東与賀保健センター

川副保健センター

三瀬保健センター

大和支所

久保田保健センター

フォレスタ富士

【要予約】　

（予約先）　　　　 　唐津東松浦医師会医療センター

　　　　　　　　　　　　☎　0955-75-5172

（予約時間）　　　　平日8時30分～17時

（健診受付時間）　8時45分～10時30分

　

※がん検診について

各種がん検診を同日程で実施します。

詳細は、唐津市保健センターからのお知らせ、唐津市ホームページ

をご確認ください。

北部コミュニティセンター

相知町保健センター

唐津市保健センター（さんて）

厳木町保健センター

肥前町保健センター

北波多総合保健センター

呼子公民館

浜玉町保健センター

令和7年度 佐賀県市町の集団健診日程表（被用者保険被扶養者用）（予定）
予定が変わる場合がありますので、最新情報や詳しい内容は、市町の広報紙やホームページでご確認いただくか、予

約・連絡先までお問い合わせください。
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佐賀県保険者協議会の取組

佐賀県糖尿病・人工透析予防対策研究事業

目的 ： 糖尿病による人工透析導入患者を減少させる
■佐賀県医師会の提案と協力の下、事業を開始
■特定健診検査項目に糖尿病および腎障害の程度を判断できる

 検査項目を追加

〇問診 〇診療（理学的所見） 〇尿検査（尿糖、尿蛋白）
〇身体計測（身長、体重、BMI） 〇血圧測定
〇血液検査（脂質検査、肝機能検査、血糖又はＨｂＡ1ｃ）
〇医師の判断で選択的に実施する項目

 （心電図、貧血検査、眼底検査、血清クレアチニン）

＊平成20年度から 「ＨｂＡ1ｃ」「血清クレアチニン」「血清尿酸」
＊平成21年度から 「尿潜血」

ハイリスクの対象者を抽出し、対象者が明確になった。
重症化予防の保健指導ができるようになった。
保険者ごとの健康状態を統計的に分析できるようになった。
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『佐賀県糖尿病性腎症重症化予防プログラム』の策定の取組

○データヘルス計画の情報共有や生活習慣病に係る医療費の状況を踏まえると、全ての構成
団体が重症化予防における医療との連携を課題としていた。

○このような状況から、佐賀県医師会、佐賀県糖尿病対策推進会議、佐賀県、佐賀県保険者
協議会の4者連名で標記プログラムを策定（平成29年1月）

佐賀県保険者協議会の取組

8
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○ 保険者協議会は高確法で保険者と後期高齢者医療広域連合が共同で組織し、
特定健診・保健指導の実施等に関する保険者間の連絡調整、保険者に対する必要
な助言又は援助、医療費などに関する情報の調査及び分析の業務を行うことが規
定されている。

〇 医療費適正化計画において、保険者協議会は計画策定や変更、目標の達成状況
などについて意見提出ができ、さらに医療費適正化計画の実施において県へ協力
することとされている。
また、令和５年度に成立した全世代型社会保障法により、医療費適正化計画の実

績の評価に関する調査及び分析に関する業務が規定され、保険者協議会の医療費
適正化計画に対する関わりが強化された。

○ 日本健康会議にて採択された「健康づくりに取り組む5つの実行宣言2025」に
おいて保険者協議会が取り組む項目を達成できるよう取組を進めてきた。

宣言が終了する令和8年度以降も、引き続き関係者と協力して取組を進めてい
きたい。

9
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Stadio Life 代表 健康運動指導士

佐賀産業保健総合支援センター産業
保健相談員

演題👇

「身体機能をふまえた転倒防止
策について」

✅令和７年１１月に佐賀県内４カ所で開催します（裏面に日時場所）

講師 秋永尚宏 （あきながなおひろ）

高齢化社会の進展により、高年齢者の職場進出が加速していますが、高年齢労働者

は、加齢による平衡性、敏捷性、視認性の低下により、転倒しやすく、わずかなつまず

きであっても被災の重篤度が高まる傾向があります。

～ 職 場 全 体 で 転 倒 し に く い 体 づ く り を 目 指 し ま し ょ う ～

✅参加費無料

✅主に５０歳以上の労働者を対象

とした内容ですが、事業主、安
全衛生担当者や５０歳未満の労
働者など、どなたがご参加いた
だいても結構です。

✅受講希望多数の場合は、先着順とし、締切日前に受付を終了させてい

たただきます。 他の会場へのお申込みをご検討ください。
✅主な構成は「行政説明」（労働局約10分、佐賀県約10分、合計約

20分）、「講義」（約６０分）となっております。

✅裏面の「労働局・労働基準監督署説明会等受付サイト」からお申込みくだ

さい。（申込〆切日以降の空席状況は下記へお問い合わせください）

【お問い合わせ先】
佐賀労働局労働基準部健康安全課 電話 0952-32-7176
（Email） kenkouanzenka-sagakyoku@mhlw.go.jp 担当 貞木

各労働基準監督署

これからの労働災害防止活動は、設備管理、作業管理だけ

でなく、働く皆様とくに高年齢者が転倒しにくい身体機能の

維持向上が重要なカギとなります。

その一助として、今般、50歳以上の働く方々を主な対象とし

て、「転倒予防説明会」を開催することといたしました。

皆様のご参加をお待ちしております。

1
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【佐賀・鳥栖地区】（佐賀会場） 定員約80

令和７年11月11日(火)
会場 ／ 佐賀市文化会館 イベントホール

14:00～15:30
(佐賀市日の出1丁目21-10）

「労働局・労働基準監督署説明会等受付サイト」
からお申し込みください。⇒https://www.roudoukyoku-
setsumeikai.mhlw.go.jp/briefings/NDY5NA==/5e10252d37aa4014912892
460c919483 [説明会番号] 141-001-0023 〆切11月6日（木）

【唐津地区】（唐津会場） 定員約70

令和７年11月５日(水)
会場 ／ 唐津市文化体育館 会議室

14:00～15:30
(唐津市和多田大土井1-1)

「労働局・労働基準監督署説明会等受付サイト」
からお申し込みください。⇒https://www.roudoukyoku-
setsumeikai.mhlw.go.jp/briefings/NDY5Mw==/f31cb1ebab824386ad5a51f
44b0a5f3f [説明会番号] 141-002-0014 〆切10月31日（金）

【武雄・鹿島地区】（嬉野会場） 定員約60

令和７年11月27日(木)
会場 ／ 嬉野市中央公民館 大集会室

14:00～15:30
(嬉野市塩田町馬場下甲1967)

「労働局・労働基準監督署説明会等受付サイト」
からお申し込みください。⇒https://www.roudoukyoku-
setsumeikai.mhlw.go.jp/briefings/NDY5Ng==/58b317bb10ec4c2abdf0f06
8aee6e7ea [説明会番号] 141-003-0011 〆切11月21日（金）

【伊万里地区】（伊万里会場） 定員約60

令和７年11月25日(火)

会場 ／ 伊万里市民センター 文化ギャラリー

14:00～15:30
(伊万里市松島町391-1)

「労働局・労働基準監督署説明会等受付サイト」
からお申し込みください。⇒https://www.roudoukyoku-
setsumeikai.mhlw.go.jp/briefings/NDY5NQ==/85cfa9422c15440086a31765
c233901a [説明会番号] 141-004-0006 〆切11月20日（木）

残りわ
ずか！

071022
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2021年4月1日

佐賀労働局健康安全課

労働基準監督署

健康診断有所見率の改善に向けて

一般定期健康診断有所見率

1
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一般定期健康診断有所見率の推移

一般定期健康診断有所見率の推移

4



健康管理体制の整備

4

有所見者の的確な把握
• 健診機関によって診断区分や判定基準が異なる場合があるため、判定基

準を統一化したり、健康管理システムを活用したりして、有所見者を正
確に把握することが大切です。

• 医師による「異常なし」以外の「要精密検査」「要治療」などが「有所
見」に該当します。

二次検査の受診勧奨
• 有所見者には、二次検査や精密検査の受診を勧奨しましょう。

健診結果に基づく事後措置

5

保健指導の実施
• 有所見者に対して、食生活の改善や運動、メンタルヘルス

に関する保健指導を継続的かつ計画的に実施することが重
要です。

事業者には、健康診断の結果、所見があると診断された労働者
に対して、医師の意見を聞き、適切な措置を講じる必要があり
ます。

就業上の措置
・必要に応じて、就業場所の変更、作業の転換、所定労働

時間の短縮、時間外労働の制限など、業務負担を軽減する
措置を講じましょう。
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労働者自身が取り組むべきこと

6

有所見率の改善には、事業者側の取り組みだけ
でなく、労働者自身も自覚を持って日常生活を
送ることが不可欠です。健康診断結果に基づい
た保健指導や健康教育を活用し、栄養改善や運
動など、健康保持増進に努めましょう。

一般定期健康診断

労
働
者

事
業
者

（異常の所見があると診断された場合）

労働者の健康保持に必要な措置について意見聴取

・既往歴及び業務歴の調査

・自覚症状及び他覚症状の
有無の検査

・身長、体重、腹囲、視力
及び聴力の検査

・胸部エックス線検査
及び喀痰検査

・貧血検査

・肝機能検査

・血圧の測定

・血中脂質検査

・血糖検査

・尿検査

・心電図検査

健康診断の結果を通知
（精密検査等が必要な場合は受診勧奨）

通常勤務、就業制限（時間外労働の制限、作業の転換
等）、要休業等について意見

（医師等からの意見を勘案し、必要

があるとき）就業制限等の措置

健康診断の結果

医
師(

産
業
医
、
地
域
産
業
保
健
セ
ン
タ
ー
の
医
師
等)

医療機関

精密検査等

（参考）一般定期健康診断のしくみ
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働く世代の健康づくり推進に向けた包括連携に関する協定

佐賀新聞に掲載

協定締結式 令和７年３月25日（火）

場所 全国健康保険協会佐賀支部

Press Release 佐賀労働局
全国健康保険協会佐賀支部 発表
令和７年３月17日

 健康診断の受診率向上

 事業所から全国健康保険協会佐賀支部への
健康診断データの提供の促進の養成

 運動習慣の改善

 受動喫煙対策

 健康診断データ等の分析による
課題の抽出及び結果の共有 など

連携及び協力事項

スマート・ライフ・プロジェクト

9
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社会全体としての国民運動へ

○企業・団体・自治体への参画の呼びかけ

○「いきいき健康大使」による、各種イベントでの健康づくりの呼びかけ

○社員・住民の健康づくりのためのリーフレットやポスターの提供
○大臣表彰「健康寿命をのばそう︕アワード」
○「健康寿命をのばそう︕サロン」による参画団体の交流と好事例の横展開

厚 生 労 働 省

社内啓発や消費者への啓発活動に利用するロゴマー
クの使用（パンフレットやホームページなど）

→ 企業等の社会貢献と広報効果

社員・住民の健康づくり、禁煙や受動喫煙防止の
呼びかけ、検診・健診促進のためのポスター等に
よる啓発 → 社員・住民の健康意識の向上・促進

＜事業イメージ＞

・フィットネスクラブ
・食品会社

等

・メディア
・外食産業

企業・団体
自治体

＜健康寿命をのばそう︕アワード表彰式＞

○背景︓高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、特定健診等により生活習慣病等を始めとした疾病を予
防・早期に発見することで、国民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図り、健やかで心豊かに生活
できる活力ある社会を実現することが重要である。

○目標︓「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙」「健診・検診の受診」をテーマに、健康づくりに取り組む
企業・団体・自治体を支援する「スマート・ライフ・プロジェクト」を推進。個人や企業の「健康意
識」及び「動機付け」の醸成・向上を図り、社会全体としての国民運動へ発展させる。

国民や企業への健康づくりに関する新たなアプローチ

＜スマート・ライフ・プロジェクト＞

10

「健康寿命をのばしましょう。」をスローガンに、国民全体が人生の最後
まで元気に健康で楽しく毎日が送れることを目標とした国民運動。

適度な運動

「毎日プラス１０分の
運動」

適切な食生活

「毎日プラス一皿の
野菜」

禁 煙

「たばこの煙をなくす」

スマート・ライフ・プロジェクトの取組

健診・検診の受診

「定期的に自分を知る」

11
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12

スマート・ライフ・プロジェクトとは

13

健康の輪を広げて健康診断有所見率の改善へ

9
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ご清聴ありがとうございました。
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と き

特別講演

講師

実技と講演

安武 信吾 氏

ところ

「心の健康につながる『コンディショ
ニング』という概念について」

入
場
無
料

対象者

写

真

健康運動指導士
秋永 尚宏 氏

〈プロフィール〉1963年生まれ。福岡県宮若市出身。福
岡市在住。新聞記者、書籍編集者などを経て、現在は
「食」「いのち」をテーマにドキュメンタリー映画を製
作。「弁当の日 『めんどくさい』は幸せへの近道」で初
監督、「いただきます みそをつくるこどもたち」ではプ
ロデューサーを務めた。著書は、がん闘病中の妻と幼い
娘との暮らしを綴ったノンフィクション「はなちゃんの
みそ汁」（文藝春秋）など。

定員
300
名

「食べることは生きること」

講師

やすたけ しんご

〈プロフィール〉佐賀県小城市出身。鹿屋体育大学卒
業後、東京YMCAにて健康運動人生スタート。5年後
佐賀市リューユースポーツプラザへ。10年間の活動
を経て、2014年10月地元小城市にパーソナルトレー
ニングスタジオ「Studio Life」を起業し現在に至る。
佐賀県産業保健総合支援センターの産業保健相談員と
して、「腰痛予防」「転倒予防」「けがをしない身体
づくり」等の講師活動も展開中。運動を教えるだけで
なく、包括的な視点から健康になる方法、身体をより
良く変える方法を提供し、人を元気にする取り組みを
行っている。また、週末には、トレイルラン、マラソ
ン、キャンプ、登山などの趣味も楽しんでいる。

13



テーマ こころの元気が未来をつくる

◆申込方法
右のQRコードによりお申し おし
込みください。

※定員(300名)になり次第締切ります。
◆申込締切日 令和７年12月５日（金）
◆問合せ先
〇佐賀県精神保健福祉協会

電話 0952-73-5060
〇 佐賀産業保健総合支援センター

電話 0952‐41-1888

会場アクセス

佐賀県立生涯学習センター
「アバンセ」１階ホール

佐賀市天神３丁目２−１１

※参加はQRコードによる事前申込みをお願いします。事前申込みのない方
は、当日入場できません。下記のフォームで3名まで申込みができます。

佐賀駅

神野公園

アバンセ

県庁

中央郵便局

佐賀市役所

佐賀北

警察

マリトピア

西

部

環

状

線

現代社会では、家庭、地域、職場それぞれにおけるメンタルヘルスの課題が深
刻化しています。家庭では親子関係の変化や育児・介護の負担、孤立による心理
的ストレスが増加し、地域では、人とのつながりの希薄化や孤独感が問題視され
ています。また職場においても、労働や人間関係のストレスによる心の健康を損
なうケースが少なくない状況です。

本フォーラムでは「こころの元気が未来をつくる」をテーマに、広く県民や働
く人々の心の健康を守るため、より良い未来を創造するための知識と実技を入れ
た内容とすることで、参加者それぞれがメンタルヘルスの重要性を理解し、自分
自身の心と向きあえる一助となるべく実施します。

後援／朝日新聞社、佐賀新聞社、西
日本新聞社、毎日新聞社、読売新聞
西部本社、ＮＨＫ佐賀放送局、サガ
テレビ、ぶんぶんテレビ、ＮＢＣラ
ジオ、エフエム佐賀

主催 厚生労働省佐賀労働局／佐賀県／佐賀県精神保健福祉協会
／（独）労働者健康安全機構 佐賀産業保健総合支援センター／
（一社）佐賀県労働基準協会／全国健康保険協会佐賀支部

当日の流れ
13：00〜受付
13：30〜開会、挨拶
13：35〜秋永先生の講演
14：15〜安武先生の講演
15：45〜閉会、挨拶
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